
令和元年度 鴻南中学校いじめ防止基本方針

【生徒指導目標】・個をとらえた指導の強化

○あたり前のことは、あたり前にする。

○何事にも、全力で一生懸命に取り組む。

○周りの人の気持ちがわかる人になる。

【ＰＴＡ等との連携】 【いじめ対策委員会】 【関係機関】

○ＰＴＡ 校長、教頭、生徒指導主任、 ○山口警察署少年係

○学校運営協議会 教育相談担当、養護教諭 ○児童相談所

○地域協育ネット 担任、当該学年主任、学年部 ○こども家庭課

○青少年健全育成協議会 ＳＣ、ＳＳＷ、 ○要保護児童対策地域協議会

○民生委員・主任児童委員 当該部活動顧問 ○子どもと親のｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

○鴻南中教育モニター会議 ○児童養護施設「愛児園」

教育委員会（指導主事等） ○家庭裁判所

いじめ対策学校アシストチーム

【いじめの未然防止】

学校は、いじめ防止に向けて、児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正

しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。また、児

童生徒自らがいじめを自分たちの問題として考え、主体的に話し合う機会をつくることができるよう

支援する。

《重点取組》 ①生徒指導・教育相談の充実・強化

②児童生徒間の人間関係づくり

③認め合い、支え合い、学び合う取組の実施

④ＡＦＰＹによる授業改善の推進

⑤情報モラル教室の充実

⑥家庭・地域社会との連携

⑦校種間連携の充実

⑧自殺予防教育の導入

【いじめの早期発見】

子どもに関する情報を全教職員で共有化することは、いじめ問題への具体的取組の第一歩である。

このため日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見

逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、週１回の生活アンケート調査や教育相談の実施等によ

り、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

《具体的方法》 ①教育相談担当教員、養護教諭等を中心に教育相談体制の充実を図る。

②生活アンケート（週１回）や授業評価等で生徒理解を図る。

③生活学習ノート等での人間関係づくりに努める。

④生徒とふれあう機会を増やし、信頼関係を築くと同時に行動を観察する。

⑤不登校傾向児童生徒早期対応カードを利用し、情報の共有を図る。

⑥学期に１回の教育相談週間で生徒の状況を把握する。



【いじめに対する対応・指導】

いじめを発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。

被害児童生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。こ

れらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の理解、関係機関・専門機関との連携の下で取

り組む。

《具体的方法》

①第一通報者から事実確認

通報者の思いの共感的理解と事実確認

②報告・連絡・相談＋記録(いじめ速報カード)

③「いじめ対策委員会」の開催 → 教育委員会に報告

情報集約、情報の共有

児童生徒・保護者への対応（被害児童生徒・加害児童生徒・傍観者等）

状況に応じて、関係機関等と連携を図る

④当事者・周囲からの聴取（調査）

被害児童生徒、加害児童生徒、及び周囲の児童生徒から聴取

⑤職員会議の開催（必要に応じて）

全教職員への周知と共通理解

今後の対応策の検討と役割分担

⑥児童・生徒、保護者への対応

被害児童生徒への指導・支援

共感的理解、ＳＣ等による心のケア

家庭訪問

緊急避難（相談室、欠席）

加害児童生徒への指導・支援

謝罪を含めた事後の指導

ＳＣ等による心のケア

学級（周りの児童生徒）への指導

関係機関等との連携


